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沖縄労働局・ハローワーク

できる
新機能リリース！
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なんです

では、

直接リクエスト

も試しては？

公開中YouTubeYouTube

https://youtu.be/1lvis2q
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人手不足でお悩みの事業所の方必見（動画）
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なんと、 リクエストの対象となる求職者は

　　　　　　　　県内だけでも　　　　　　　　　　　　　　　　超え！

　 直接リクエスト
　　　ってなに？

　　　　　　　　県内だけでも　　　　　　　　　　　　　　　　超え！

新機能「直接リクエスト」の使い方

https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/rikuesuto-220518.html
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人手不足でお悩みの事業所の方必見（動画）
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人手不足の解消は

沖縄労働局・ハローワークからのお知らせ
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申込書

社名・事業所名

所在地

ご担当者お名前 TEL

部署/役職 FAX

E-mail

沖縄早期離職者定着支援事業事務局 株式会社コノ街デザイン 担当：高良・赤嶺
TEL：098-851-3546 (平日9:00～17:00) MAIL：

お申し込み・セミナー詳細についてはお問い合わせ、またはHPにてご確認ください。
https://konomachi.hp.peraichi.com/oshigoto

沖縄労働局では、沖縄早期離職者定着支援事業として、若年者の職場定着、安定雇用の促
進を図ることを目指し、県内の事業所や団体を対象に、人材を育て定着させる制度作りや
体制の導入に向けた支援を行っております。

下記参加申込書にご記入の上、
・メールにてお申込みください

個別支援についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◆セミナー講師をはじめとする専門家を派遣いたします。
◆コンサルティング・個別支援の開始は、ご希望の日時で調整いたします。
※相談方法についても、専門家による訪問やリモート等、ご相談ください。
◆「若手社員が辞めない職場づくりセミナー 全 回 」も開催いたします。

人材定着に関する課題の共有や解決に向けての方向性のご相談等
例：コミュニケーション不足⇒メンター制度や研修制度導入の検討

制度等導入についての具体的なご支援・実施に向けてのアドバイス

HPはこちら



● 労働おきなわ No.15924



労働おきなわ No.159 ●25



● 労働おきなわ No.15926

～ 育児休業制度等に関する特別相談窓口 ～

産後パパ育休等に関する相談窓口を開設しています！

令和 年 月 日～

産後パパ育休スタート

～ 育児休業に関するご相談 ～

産後パパ育休等に関する相談窓口を開設しています！
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🔸🔸 産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
🔸🔸 育児休業の分割取得

※１ 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で
定めている場合は、１か月前までとすることができます。

※２ 具体的な手続きの流れは以下①～④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨）
③労働者が同意
④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例）所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日 日・休業期間中の所定労働時間 時間の場合
⇒ 就業日数上限５日、就業時間上限 時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満

産後パパ育休（ ～）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（ ～）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限 原則休業の２週間前まで※１ 原則１か月前まで

分割取得 分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

分割して
２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働
者が合意した範囲※２で休業中に就業する
ことが可能

原則就業不可

１歳以降の
延長

育休開始日を
柔軟化

１歳以降の
再取得

特別な事情がある場合に
限り
再取得可能

1

産後パパ育休も育児休業給付（出生時育児休業給付金）の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大
日（ 日を超える場合は就業している時間数が 時間）以下である場合に、給付の対象となります。

注：上記は 日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が 日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児・介護休業法に関するお問い合わせは、
沖縄労働局雇用環境・均等室 へ

〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
TEL (098)868－4380 FAX (098)869－7914

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和４年 月１日施行
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※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加
価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性
と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水
準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金 円未満の事業場も賃
金引き上げ労働者数 人以上の助成上限
額区分を利用できます。

特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に
より利益率※が前年同月に比べ３ ポイント以上低下した事業
者」を特例の対象事業者に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の か月の
総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等が減少している
事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を緩和します。
・売り上げ減少幅 ：「 ％」→「 ％」
・売上高の比較対象期間：「 年前まで」→「 年前まで」

助成上限区分の緩和 いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数
人以上の助成上限額区分を利用できます。

助成対象経費の要件緩和
特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員 人以上」→「定員 人以上又は車両本体価格 万
円以下」

事業場内最低
賃金 助 成 率

生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

円以上

円以上
円未満

円未満

交付申請書・事業実施計画
などを事業場所在地を管轄
する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出
した計画に沿って
事業実施

労働局に事業実施
結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します
業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投
資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス
感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら
れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます
新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金
引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご
活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

費用の一部
を助成

事業場内最低
賃金 助 成 率

生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上

９００円未満
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※申請期限：令和５年１月 日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

円コース 円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が 円以内

• 事業場規模 人
以下

２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
人以上※ １２０万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

円コース 円以上

１人 万円
２～３人 万円
４～６人 万円
７人以上 万円
人以上※ 万円

働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、令和５（ ）年３月 日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（ ９ １）

※ 人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金 円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に

比べて、 ％以上減少している事業者
③物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利
益率

が３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号： （受付時間 平日 ～ ）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



● 労働おきなわ No.15930

業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 賃金引き上げ額が 円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は 円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後
の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関
連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が 以上減少し
た中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象
に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月 日まで 令和５年１月 日まで

賃 上 げ
対象期間

令和３年 月 日から
令和３年 月 日まで

令和３年７月 日から
令和４年 月 日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より ％以上

減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年 月の間の連続した任意の か月間の平均値
・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年 月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者
 令和３年７月 日から令和４年 月 日までの間に、事業場内最低賃金を 円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者
の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年 月のうち、任意
の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の
比較対象期間

見直し

売上高等が 以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。
見直し前：令和３年４月から［令和３年 月まで］
見直し後：令和３年４月から［令和４年 月まで］

※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の
引き上げ

【一律 】を､事業場内最低賃金額が 円未満の事業者は【 】に
引き上げます。

拡充のポイント
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（ ９ １）

引き上げる
労働者数 上 限 額

人 万円

人～ 人 万円

人～ 人 万円

人以上 万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

参考
日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引
き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転
資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金
融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：
各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率
助成額 最大 万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率
事業場内最低賃金により異なります。

円未満：４／５
円以上：３／４

生産向上等に資する
設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※１： 、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格 万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員
人以上から拡充）

業務改善計画に計上された
関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設
など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する
・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部 室
・締め切り：令和５ 年１月 日 火
申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を
終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み
を実施
交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号： （受付時間 平日 ～ ）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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労使間の労働条件等に関するトラブルでお困りではありませんか︖
沖縄県労働委員会では、労働者個人（正社員、パート社員、派遣社員など）と使用者（会社）との

間で起きた賃⾦、解雇、パワハラなどの労働トラブルについて、中⽴・公平な⽴場から解決に向けた
お⼿伝い（「個別労働関係紛争のあっせん」）を⾏っています。

～職場のトラブル解決をお手伝いします～
１０月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です

◆個別労働関係紛争あっせん申請の手続き等について、お気軽にお問い合わせください◆
お問い合わせ先 沖縄県労働委員会事務局（県庁２階）

TEL:098-866-2551 FAX:098-866-2554
Eメール :aa160008@pref.okinawa.lg.jp

お悩みごと

労使関係の専門家が無料で、丁寧に
「あっせん」を行います！

•個々の労働者と使用者（会社）との間に労働に関するトラブルが発生

し、当事者間で解決を図ることが困難な場合に、労働問題に関して経

験豊かな「あっせん員」が、労使双方の当事者からお話を伺い、問題

点を整理したうえで助⾔等を⾏い、お互いの歩み寄りによる解決がで

きるように援助する制度です。裁判のように正否の判断をするもので

はなく、両当事者の自主的な解決をお⼿伝いします。

「あっせん」とはどのような制度ですか？

•「突然、解雇を⾔い渡された」などの解雇や雇止めに関する紛争

•賃⾦や賞与のカット、労働時間、休日・休暇・残業、転勤、退職手当

等に関する紛争

•パワハラやセクハラ、いじめ等職場環境に関する紛争 など

あっせんの対象となる紛争は？

•あっせんでは、経験豊かな公・労・使のあっせん員３名がそれぞれの

⽴場を活かして双方が納得できる解決案を⽰すなど、トラブル解決に

向けて、丁寧に対応します。

•裁判のような法的拘束⼒はありませんが、労使双方の歩み寄りにより

「解決」に結びつく合意点、妥協点を探ります。

•早期解決を目指し、調査やあっせんを迅速に実施します。

•あっせんは非公開で⾏われ、プライバシーは堅く守られます。

•あっせんの申請⼿続きは簡単で、無料で利用できます。

あっせん制度のメリットは何ですか？

打
切
り

解

決

取
下
げ

申 請

あっせん員の指名

事 務 局 調 査

あっせん（非公開）

労働者個人または会社側から、労働委員会へ申請書を提出します。
＊必要に応じて、事務局で事前相談や申請書作成の助言を行います＊

あっせん員候補者（当委員会委員など）の中から、公益委員（弁護士など）、労働者委員
（労働組合役員など）、使用者委員（会社役員など）各１名のあっせん員が選ばれます。

事務局が労使双方から紛争の原因や経過などについて聴き取り調査を行います。
＊相手方当事者があっせんに応じない場合、打切りとなることもあります＊

あっせん員が労使双方の主張を整理し、事実関係を確認します。
あっせんは非公開で行われ、両当事者が直接対面しないで行うことも可能です。

あっせん案を提示し、労使双方の歩み寄りを促します。
あっせん案を双方が受諾すれば解決となり、あっせん案拒否や解決の見込みがない場合は
打切りとなります。また、申請者はいつでも申請を取下げることができます。

🐈🐈🐾🐾 あっせんの流れ 🐈🐈🐾🐾

都道府県労働委員会（Labor Relations Commission, LRC）は、
労使間のトラブルを解決するために、法律によって各都道府県
に設けられた⾏政機関です。

沖縄県労働委員会の
ＨＰはコチラ➤➤
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・会社命令であっても断ることはできますが、会社が昇進に対して、どんな役割を期待してい
るのかを確認することが重要です。
・そのうえで、現状では昇進を引き受ける状況でないことについて上司に説明し、相談するこ
とが必要です。

　会社は、業務の都合や将来の人材育成を検討して、昇進の人事を行います。これまでの働き
ぶりなどを評価して人選していると思われます。人事異動は会社の命令でもあり、就業規則に
「正当な理由がなければ拒むことはできない」と記載されることがあり、引き受けることが前
提になっていますが、断ることができない訳ではありません。断る前に、せっかく会社が適任
だと判断して昇任を打診していますので、「期待する役割や業務内容の責任範囲」を確認して
判断するのが良いと思います。

昇進したくない一般的な理由として
①　現場で仕事することが好き　②部下の管理やマネジメントに自信がない　③家庭と管理職
　　業務両立が難しい　などがあります。

昇進を断るデメリットとして
①　給料が上がりにくい　②後輩の上司の部下になることがある　③家庭環境の変化で管理職
　　の条件ができたときに再度機会を得られない　④後輩への影響（昇進を断る前例となる）
　　などがあります。

　繰り返しますが、会社命令であっても、昇進を断ることはできますが、せっかくの機会です
ので、「どの範囲ならできる」「すぐには引き受けられないが時期が来たら引き受ける」「もう
少し経験を積んでから」など、会社と充分に相談して判断することをお勧めします。

お問合せ先　 沖縄県女性就業・労働相談センター
労働相談フリーダイヤル  0120－610－223　TEL 098－941－4750

会社からの昇進打診を断ることができますか

　正社員として勤務 15 年になります。毎年４月に昇進・昇格の発表がありますが、今回上司
から、係長昇進についての打診がありました。
　仕事や職場は充実していますが、現在小学生の子育て中で、係長の業務責任を果たせるのか
不安があります。
　会社員として、会社の命令を断ることができるのでしょうか。

● 相談内容 ●

● 相談回答 ●

解 説

ポ イ ン ト
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全国 沖縄県 全国 沖縄県 (沖縄県）(沖縄県） 求職者数 求人数 求人倍率 那覇市 全国

千人 人 千人 人 千人 ％ 人 人
２０年 33,216 278,941 11,738 92,260 48 7.4 30,790 11,574 0.38 2,178 96.8 96.8
２１年 31,974 284,657 12,018 103,037 50 7.5 34,878 9,902 0.28 2,017 96.1 95.5
２２年 31,861 277,746 12,284 112,022 51 7.6 37,416 11,567 0.31 2,079 95.3 94.8
２３年 31,907 273,713 12,525 117,855 47 7.1 44,093 12,924 0.29 2,088 95.3 94.5
２４年 32,591 274,754 13,166 119,329 46 6.8 36,526 14,515 0.40 2,176 95.0 94.5
２５年 32,548 274,827 13,581 121,257 39 5.7 32,533 17,212 0.53 2,179 95.3 94.9
２６年 32,852 275,207 13,956 123,517 37 5.4 29,802 20,601 0.69 2,154 97.8 97.5
２７年 33,209 275,892 14,561 127,067 36 5.1 28,188 23,636 0.84 2,110 98.4 98.2
２８年 33,788 290,306 14,978 117,896 31 4.4 27,001 26,318 0.97 2,120 98.7 98.1
２９年 34,636 288,447 15,395 125,882 27 3.8 25,758 28,598 1.11 2,099 99.1 98.6
３０年 34,426 315,950 15,381 143,732 25 3.4 24,876 29,052 1.17 1,982 100.3 99.5

令和元年 34,772 325,731 16,015 143,841 20 2.7 25,498 30,442 1.19 1,922 100.6 100.0
２年 35,326 328,737 15,972 144,617 25 3.3 27,972 22,520 0.81 1,680 100.0 100.0
３年 35,662 336,079 16,231 141,798 28 3.7 30,588 22,343 0.73 1,710 100.1 99.8

令和３年６月 35,896 336,846 16,065 143,244 30 4.0 28,081 22,325 0.80 1,583 99.6 99.5
７月 35,823 340,322 16,267 141,830 32 4.3 29,120 22,231 0.76 1,340 99.9 99.7
８月 35,730 343,377 16,301 135,602 28 3.7 31,079 22,498 0.72 1,336 100.0 99.7
９月 35,686 337,382 16,266 140,066 27 3.6 32,231 23,652 0.73 1,477 100.7 100.1

１０月 35,656 336,624 16,465 144,711 20 2.7 32,200 23,764 0.74 1,430 100.8 99.9
１１月 35,617 336,208 16,612 143,347 24 3.1 31,832 23,572 0.74 1,376 100.7 100.1
１２月 35,580 336,966 16,696 143,254 26 3.4 31,775 23,788 0.75 1,159 100.5 100.1

令和４年１月 34,899 334,578 15,976 155,606 30 3.8 32,037 25,020 1.32 1,056 100.7 100.3
２月 34,837 334,368 15,912 155,499 32 4.1 32,357 25,414 1.33 2,485 100.8 100.7
３月 34,688 334,424 15,816 149,232 26 3.4 32,737 25,471 1.39 3,029 101.5 101.1
４月 35,201 338,606 15,945 149,550 22 2.8 32,644 27,239 1.56 1,926 102.2 101.5
５月 35,280 333,029 15,993 154,542 21 2.8 32,244 27,652 1.78 1,856 102.4 101.8
６月 35,268 337,910 16,247 149,197 21 2.8 32,185 29,047 1.66 1,607 102.8 101.8

資　料
出　所

全  国 沖縄県 全  国 沖縄県 全　国 沖縄県 全国 沖縄県 全国 沖縄県 全国 沖縄県

円 円 円 円 円 円
平成１９年 154.2 152.4 140.8 144.3 13.4 8.1 377,731 299,015 299,782 247,936 77,949 51,079

２０年 153.0 152.0 140.1 143.9 12.9 8.1 379,497 297,971 300,694 247,577 78,803 50,394
２１年 147.3 152.2 136.4 141.8 10.9 10.4 355,223 283,652 288,478 240,782 66,745 42,870
２２年 149.8 151.7 137.8 142.1 12.0 9.6 360,276 272,493 291,210 233,064 69,066 39,429
２３年 149.0 150.7 137.1 141.2 11.9 9.5 362,296 275,343 291,783 233,892 70,513 41,457
２４年 150.7 150.6 138.5 141.0 12.2 9.6 356,649 264,102 289,794 224,699 66,855 39,403
２５年 149.3 150.4 136.9 140.6 12.4 9.8 357,977 264,330 289,150 226,907 68,827 37,423
２６年 149.0 150.5 136.2 140.2 12.8 10.3 363,338 268,801 291,475 230,525 71,863 38,276
２７年 148.7 150.7 135.8 140.4 12.9 10.3 357,949 271,818 288,508 235,524 69,441 36,294
２８年 148.6 149.9 135.9 140.0 12.7 9.9 361,593 280,554 289,899 238,662 71,694 41,892
２９年 148.4 150.6 135.8 140.0 12.6 10.6 363,295 283,056 290,954 240,671 72,341 42,385
３０年 147.4 146.2 134.9 138.0 12.5 8.2 372,164 272,026 295,945 233,588 76,219 38,438

令和元年 144.5 144.0 132.1 134.1 12.4 9.9 371,507 278,190 296,123 236,194 75,384 41,996
２年 140.4 139.6 129.6 130.1 10.8 9.5 365,100 283,770 293,056 240,683 72,044 43,087
３年 142.4 141.9 130.8 132.3 11.6 9.6 368,493 275,343 296,652 233,416 71,841 41,927

令和３年６月 146.9 142.0 135.5 133.0 11.4 9.0 546,754 386,260 297,175 231,606 249,579 154,654
７月 146.9 142.2 135.0 132.7 11.9 9.5 425,601 286,458 297,740 232,821 127,861 53,637
８月 135.8 137.8 124.9 129.2 10.9 8.6 305,945 250,164 295,048 233,294 10,897 16,870
９月 141.4 140.2 130.1 131.1 11.3 9.1 304,525 233,507 296,347 232,888 8,178 619

１０月 144.8 147.3 133.1 137.3 11.7 10.0 305,596 238,801 298,582 236,353 7,014 2,448
１１月 145.8 146.3 133.7 136.4 12.1 9.9 319,111 248,847 298,029 235,000 21,082 13,847
１２月 144.5 147.5 132.2 136.5 12.3 11.0 668,518 474,279 298,585 238,226 369,933 236,053

令和４年１月 135.9 138.5 124.4 128.9 11.5 9.6 308,444 227,161 296,575 226,008 11,869 1,153
２月 136.6 133.2 124.7 123.8 11.9 9.4 305,157 225,971 299,516 223,539 5,641 2,432
３月 144.5 144.1 131.9 133.0 12.6 11.1 330,619 239,760 303,969 230,882 26,650 8,878
４月 149.0 144.8 136.1 134.4 12.9 10.4 321,785 235,181 307,905 229,171 13,880 6,010
５月 137.6 138.9 125.9 129.2 11.7 9.7 314,136 235,928 301,194 231,830 12,942 4,098
６月 149.6 145.6 137.5 135.5 12.1 10.1 561,918 368,918 304,007 232,395 257,911 136,523

資　料
出　所

注） 有効求人倍率　年平均は原数値　月別は季節調整値 注） 消費者物価指数は「令和2年基準」へと変更に伴い、令和３年

注） 賃金の動き、労働時間の動きの事業所規模は30人以上 ７月分以降の公表に合わせて改訂。

注） 一般職業紹介状況は受理地別

 沖 縄 県 労 働 経 済 指 標

　　　項目
年月

パートタイム労働者 有効

常用労働者（規模５人以上） 完　 全
失業率

　　　項目
年月

労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額 定期給与総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

賃金の動き

特別給与

県　　　　統　　　　計　　　　課

就職件数

一般職業紹介状況（沖縄県）

県統計課

消費者物価指数

R2=100

県　　　統　　　計　　　課 沖　 縄　労　働　局

一般労働者

失業者
数
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トックリキワタ
9月から12月にかけて咲くトックリキ
ワタは幹がトックリに、花の後に綿の
ような物ができるのでこの名前が付け
られました。 
　沖縄県内では街路樹に使われている
ことも多くて良く見かけます。
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